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令和８年度教育委員会の主な取組新潟市教育振興基本計画
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【基本方針Ⅰ】
生涯を通じて学び、夢や希望にむかって挑戦し続ける人づくり

【基本方針Ⅱ 】
豊かな人間性と高い志をもち、協働しながら新たな価値を創造する人づくり

〇学校給食の充実 【拡充】 7,185,166千円
・安心・安全な学校給食の提供や、食育の推進に取り組むとともに、令和8年度から国が始める
「小学校給食費の抜本的な負担軽減」の制度や交付金活用を通じて、給食費の保護者支援を図る

〇生涯学習推進事業
・市⺠の主体的な学習活動を推進するため、生涯学習ボランティアの育成及び活動の活性化を支援する

〇「主体的・対話的で深い学び」を視点とした授業改善の推進
・「主体的・対話的で深い学び」を視点とした授業やその他の教育活動を展開するため、指導方法の
研修や実践例の紹介などを行う

〇不登校対策事業 【拡充】 92,308千円
・スペシャルサポートルーム（ＳＳＲ）の設置を促進するとともに、スクールカウンセラー（ＳＣ）、
スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の配置の充実を図る

〇こども・学校サポーター配置事業 6,780千円
・特別な支援を必要とする児童への学習・自立支援のため、通常の学級と特別支援学級にこどもサポー
ターを配置する

・教員の負担軽減につながるよう休暇取得等の際に学校サポーターを配置する

〇公立夜間中学の設置準備 27,112千円
・義務教育を受ける機会を確保するため、公立夜間中学の開設に向け、生徒募集や施設改修工事を行う。

〇読書バリアフリー推進事業 984千円
・対面朗読や音訳資料の提供など、バリアフリーの視点での読書環境の整備を行う

≪４つの基本方針に基づき令和８年度の施策を展開≫
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【基本方針３】
地域との絆を深め、郷土に誇りと愛着をもって社会に貢献する人づくり

【基本方針Ⅲ 】
地域との絆を深め、郷土に誇りと愛着をもって社会に貢献する人づくり

〇中学生のための地域クラブ活動支援事業等 【拡充】 88,300千円
・地域クラブ活動を継続かつ充実させるため、補助内容を拡充するとともに、指導者登録研修等の認定制
度構築に取り組む。

〇地域とともにある学校づくり推進事業 199,008千円
・地域とともにある学校づくりを推進するため、学び合う場の充実を図る
・学校教育のさらなる充実を図るため、地域人材の参画や活用を促進する

【基本方針４】
多様な学びを支える教育環境の整備・充実

【基本方針Ⅳ 】
多様な学びを支える教育環境の整備・充実

〇教員業務支援員配置事業 【拡充】 418,300千円
・教員業務支援員を増員することで兼務校を減らし、さらなる教員の負担軽減を図るとともに、
児童生徒への指導や教材研究等に注力できる体制を構築する

〇空調設備整備事業 2,089,700千円
・既存空調設備の更新、エアコン未設置の特別教室及び給食調理室の整備についてはR９年度完了予定

〇坂井輪中学校改築事業 297,170千円
・Ｒ8実施設計、R12.1月 新校舎供用開始予定

○図書館サービス向上事業 【拡充】 323,083千円
・図書館情報システムを更新し、オンラインでの利用申請などICTを活用した図書館サービスの充実を
図る（R9.3月稼働予定）
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